
 

 

 

 

 

障害者総合支援法に基づく行政処分について 

 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（以下「障害者総合支

援法」という。）に基づく監査を実施した結果、運営基準違反、訓練等給付費の不正請求

及び不正又は著しく不当な行為があったことから、下記の行政処分を行うこととし、本

日付で当該処分に係る通知を行った。 

 

記 

 

１ 処分対象事業所 

名   称：ｓｅｌｆ－Ａ・１５１Ａかほく 

所 在 地：かほく市内日角５丁目３２番地 

指 定 内 容：就労継続支援Ａ型 

指定年月日：平成２８年６月１日 

 

運営事業者 

名   称：株式会社１５１Ａ 

代表取締役：大島 真人 

所 在 地：かほく市内日角５丁目３２番地 

 

２ 処分内容 

事業者の指定の取消し 

指定取消年月日：令和２年１月３１日 

 

３ 処分の事由 

（１）障害者総合支援法第５０条第１項第４号違反（運営基準違反） 

指定就労継続支援Ａ型事業者が社会福祉法人以外の者である場合は、当該指定就

労継続支援Ａ型事業者は専ら社会福祉法第２条第１項に規定する社会福祉事業を行

う者でなければならないにも関わらず、株式会社１５１Ａの第２期決算（平成２９

年２月～平成３０年１月）において、社会福祉事業とは認められない事業の売上が

総売上高の約 88.6％を占めており、著しく指定基準に違反し、石川県の条例で定め

る指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定障

害福祉サービスの事業の運営をすることができなくなったときに該当している。 

（２）障害者総合支援法第５０条第１項第５号違反（訓練等給付費の不正請求） 

株式会社１５１Ａでは、同法人及びｓｅｌｆ－Ａ・１５１Ａかほくが入居する石

川県かほく市内日角５丁目３２番地の建物２階にある株式会社Ｄ＆Ｉ（大島真人代
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表が経営）に対し、施設外就労加算の算定要件を満たさないにもかかわらず、平成

２８年６月から平成２９年８月までの間、利用者のべ１，２０９名を派遣し、施設

外就労加算 1,209,000 円（うち利用者自己負担分 1,800 円）を不正に請求し受領し

た。 

（３）障害者総合支援法第５０条第１項第１０号違反（不正又は著しく不当な行為） 

指定就労継続支援Ａ型事業者が社会福祉法人以外の者である場合は、当該指定就

労継続支援Ａ型事業者は専ら社会福祉法第２条第１項に規定する社会福祉事業を行

う者でなければならないにも関わらず、株式会社１５１Ａの第２期決算（平成２９

年２月～平成３０年１月）において、社会福祉事業とは認められない事業の売上が

総売上高の約 88.6％を占めていた。 

 

４ その他 

県内の過去の行政処分の例 

処分事業所：指定就労継続支援Ｂ型事業所 

処 分 内 容：指定の取消し 

処 分 事 由：不正の手段による指定 

処 分 日：平成 24年 10月 3日 

 

 


